
 情 報 
航空局管制保安部 

管  制  課 

  平成19年10月5日 

 １．発生日時／場所 

平成19年10月5日    17時47分ごろ 

 大阪国際空港滑走路32R上 

 ２．運航者 

 全日本空輸 

 ３．航空機 

 国籍／登録記号 JA8389 型式 A320型 

 ４．出発地及び最初の着陸予定地（便名：ANA448）  

 松山空港 → 大阪国際空港 

５．搭乗者 

 乗員6名  乗客159名 計165名 

６．概要 

   当該機は、一般的な運用どおり、関西ターミナル管制所からILS を使

用して滑走路32Lへ向かった上で、滑走路32Rを視認した後、滑走路32Rへ

向かうことを許可された。同機は、飛行場管制官との通信設定時に、「32L

のILSコース上」である旨通報した。この通報を受けた飛行場管制官は、

滑走路32Lへの着陸を要求されたと判断し、滑走路32Lへの着陸許可を発

出した。これに対し、同機は「滑走路32Rに着陸」と復唱したが、管制官

は訂正しなかった。 

   その後、管制官が別の出発機に対し滑走路32Rへの滑走路内待機を指示し

たところ、当該出発機は32Rへ進入機があるのではないかと管制官に確認を

求めた（出発機は当該管制指示に了解することなく、滑走路32Rには進入し

ておらず、誘導路で待機していた。）。当該出発機が確認を求めてきた時に

は、ANA機は着陸寸前であり、そのまま着陸させることが安全と判断したこ

と及び出発機との安全間隔は十分に取れると判断したことにより、管制官は

ANA機に対し着陸復行等の新たな指示を行わなかった。ANA機は、17時47分、

滑走路32Rに着陸した。 

なお、本件のA320型機は通常滑走路32Rを使用しているが、パイロット

からの要求がある場合又は管制官の判断により、滑走路32Lを使用する場

合もある。 

７．死傷者、機体の損壊等 

  なし                                 
   

資料①



出発機

大阪国際空港

ANA448
（A320）

滑走路３２Ｌ

滑走路３２Ｒ

ＡＮＡ448は飛行場管制席と通信設定時に
滑走路３２ＬのＩＬＳコース上と通報。

滑走路３２Ｌへの進入途
中に滑走路３２Ｒへ回り
込む進入方式の許可が
でていた。（Ａ３２０以下
の航空機は騒音対策上
滑走路３２Ｒへ着陸する
こととなっている）

飛行場管制席は滑走路３２Ｌ
への着陸を要求されたと判断し
滑走路３２Ｌの着陸許可発出

ANA448の復唱は滑走路３２Ｒ
であったが飛行場管制席は訂正
しなかった。

出発機は滑走路３２Ｒ内での待機を指示された
が滑走路３２Ｒへの進入中の航空機を視認した
ので飛行場管制席に確認。

飛行場管制席は
安全を確認しANA448を
そのまま滑走路３２Ｒに
着陸させた。

出発機

大阪国際空港

ANA448
（A320）

滑走路３２Ｌ

滑走路３２Ｒ

ＡＮＡ448は飛行場管制席と通信設定時に
滑走路３２ＬのＩＬＳコース上と通報。

滑走路３２Ｌへの進入途
中に滑走路３２Ｒへ回り
込む進入方式の許可が
でていた。（Ａ３２０以下
の航空機は騒音対策上
滑走路３２Ｒへ着陸する
こととなっている）

飛行場管制席は滑走路３２Ｌ
への着陸を要求されたと判断し
滑走路３２Ｌの着陸許可発出

ANA448の復唱は滑走路３２Ｒ
であったが飛行場管制席は訂正
しなかった。

出発機は滑走路３２Ｒ内での待機を指示された
が滑走路３２Ｒへの進入中の航空機を視認した
ので飛行場管制席に確認。

飛行場管制席は
安全を確認しANA448を
そのまま滑走路３２Ｒに
着陸させた。



 情 報 
航空局管制保安部 

管  制  課 

  平成19年9月6日 

 １．発生日時／場所 

平成19年9月6日    10時44分ごろ 

 大阪国際空港滑走路32R上 

 ２．運航者 

 日本航空 

 ３．航空機 

 国籍／登録記号 JA8371 型式 MD87型 

 ４．出発地及び最初の着陸予定地（便名：JAL2430）  

 宮崎空港 → 大阪国際空港 

５．搭乗者 

 乗員乗客  計 121名 

６．概要 

   当該機（Ａ）は、平成19年9月6日10時44分、大阪国際空港滑走路32Lへ

着陸後、飛行場管制席管制官からの他の航空機（Ｂ）に対する地上管制

席管制官との交信指示を自機に対するものと理解し、了解した旨応答し

た上、飛行場管制席管制官から得るべき滑走路32Rの横断許可を得ずして、

当該滑走路を横断した。また、飛行場管制席管制官も、Ｂ機に対する指

示に対して行われたＡ機からの応答を、本来応答すべきＢ機からのもの

であることを確認しなかった。 

なお、飛行場管制所は当該機の動向を監視しており、当該滑走路の関

係交通はなく、本件について安全上の問題はなかった。 

 

７．死傷者、機体の損壊等 

  なし             
８．機体の損壊等 

なし 
９．備考 

なし                     
   

資料②



大阪国際空港 JAL2430 滑走路無許可横断事例について

（MD87）　
10時44分 滑走路32Lに着陸。

②JAL2430(MD87)10時44分10秒頃 JA050Fに対
する通信設定の指示に対して、了解した旨通報し
地上管制席と通信設定後に、滑走路32R横断の
許可を受けずに滑走路32Rを横断。

（AS365）
10時44分 ヘリパッドに着陸。
飛行場管制席から地上管制席
への通信移管の指示を受ける。



資料③
大阪国際空港における２本の平行滑走路の特殊な運用

滑走路32L
（B滑走路）

滑走路32R
（A滑走路）

横断

B滑走路到着機

B滑走路出発機

横断

管制塔 ターミナルビル

A滑走路到着機
A滑走路出発機

滑走路32L（B滑走路）離着陸機は、必ず滑走路32R（A滑走路）を
横断することとなる。



ターミ
ナル

滑走路
32L(B)

滑走路
32R(A) 管制塔

管制塔

滑走路
06L(B)

滑走路
06R(A)

ターミナル

大阪国際空港 関西国際空港

飛行場管制官（A/B
両滑走路担当）

飛行場管制官
（A滑走路担当）

飛行場管制官
（B滑走路担当）

【離着陸あり】

大阪国際空港及び関西国際空港における飛行場管制官の担当滑走路 資料④

２滑走路を１名の
飛行場管制官が
担当

２滑走路の内、そ
れぞれ１滑走路を

【出発専用】１名ずつの飛行場
管制官が担当

【離着陸あり】
【到着専用】
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場
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滑走路32L（B滑走路）

滑走路32R（A滑走路）A滑走路からの出発機よ
り先に離陸させられる
か？

【考慮対象機：①④⑤⑥】

出発機を離陸させることは可能か？B滑走路か
らの出発機より先に離陸させられるか？

また、A滑走路及びB滑走路への到着機の状況
はどうか？

【考慮対象機：①②③⑤⑥】

B滑走路への到着機が進入復行した
場合でも間隔が設定できるか？

【考慮対象機：①】
①

⑤

③ ②

着陸許可を発出

滑走路横断が可能か？その場合、
地上交通の状況はどうか？

【考慮対象機：④⑥

飛行場管制官の業務負荷の大きさ 資料⑤

B滑走路
出発機

B滑走路
到着機

A滑走路
出発機

【飛行場及び周辺空域における業務処理】

・出発機・到着機の順位付け及びそれに伴う指示の発出

【管制塔内における業務処理】

・出発機・到着機にかかる滑走路横断について、地上管制
官と調整

・出発機・到着機にかかる間隔設定等、関西ターミナル管
制との調整をデータ計算管制官へ依頼

滑
走
路
横
断

の
調
整

関
西
タ
ー
ミ

ナ
ル
管
制
所

と
の
調
整

安全度、優先度、緊急度、効率性等々
を考慮の上、多重なタスクを並行処理

A滑走路
到着機

⑥

④⑦




